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重要取組シート 

取組項目 安全・安心に暮らせる地域環境の充実 

現状・課題 

○ 西区には大阪湾に面する臨海部、区域内を流れる石津川があり、南海トラフ巨大地震に

よる津波や最大級の台風接近による高潮、特別警報級の大雨等による河川氾濫の災害

リスクが想定される。昨年は南海トラフ地震臨時情報が発表されたことに伴い災害への意

識が高まっており、自助・共助・公助による防災・減災力の向上が一層求められている。 

○ 防災・減災に関心が低い方への自助促進につながる取組が必要である。 

○ 自助・共助として、西区自治連合協議会と緊密に連携し地域と区役所が協働して防犯・

防災の活動を推進しているが、地域での担い手の育成が課題である。 

○ 区役所庁舎の非常用発電機の老朽化に伴い更新が必要である。 

○ 特殊詐欺被害が依然として多発するなど犯罪情勢は予断を許さない状況であり、更なる防

犯環境の整備や犯罪防止に向けた取組が必要である。 

取 組 の 

内  容 

○ 地区防災計画策定の推進、地域の災害リスクに応じた防災マップの作成など校区自主防

災組織への支援により、自助、共助の取組を促進し地域防災力の向上を図る。 

○ 区域の災害リスクを伝え、自助を促すため、転入者とのタッチポイントを生かした情報発信の

見直しを行う。 

○ 非常用発電機更新の設計業務を行う。 

○ 地域防犯カメラの公設化に向けて校区自治連合会等の関係者と協議を行い、公設化す

る防犯カメラの選定を行う。 

○ 夜間に安心して通行できる住環境の整備を図るため、校区自治連合会が設置している防

犯灯の LED 化を支援する。 

○ 特殊詐欺被害の未然防止のため西堺警察署等と連携し、固定電話機用自動通話録音

機を無償貸出する。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～9 月） 

□ 「地区防災計画」策定状況の確認【14 校区中 12 校区策定済】（4 月） 

□ 「地区防災計画」未策定校区の策定支援（6 月～） 

□ 「地区防災計画」策定済校区の計画見直し支援（6 月～） 

□ 地域の災害リスクに応じた防災マップの作成（6 月～） 

□ 転入者へのタッチポイントを生かした情報発信の見直し（6 月～） 

□ 転入者への防災情報提供を防災週間に合わせ強化（9 月） 

□ 地域防犯カメラの公設化に向けた調整・協議（4 月～） 

□ LED 防犯灯更新補助の実施に向けた調整（～6 月） 

□ LED 防犯灯更新補助の補助金交付（6 月～） 

□ 西堺警察署及び市民生活部と連携した固定電話機用自動通話録音機の無償貸出に向

けた調整（～7 月） 

□ 固定電話機用自動通話録音機の無償貸出の実施（7 月～） 

後期 

（～3 月） 

□ 地域の災害リスクに応じた防災マップの作成（～３月） 

□ 地域防犯カメラの公設化に向けた調整・協議（～3 月） 

□ LED 防犯灯更新補助の実施（～3 月） 

西区 総務課・自治推進課 
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□ 固定電話機用自動通話録音機の無償貸出の実施（～3 月） 

□ 非常用発電機更新の設計 （～３月） 

次年度 

以降 

□ 「地区防災計画」の策定、「地区防災計画」の見直しの支援 

□ 地域防犯カメラの公設化に向けた調整・協議 

□ 地域防犯カメラの公設化の実施 

□ LED 防犯灯更新補助の計画策定 

□ 非常用発電機の工事の実施 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～9 月） 

 

後期 

（～3 月） 
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２
０
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該当する 

施策 

5－（1）自助・共助・公助のバランスのとれた防災・減災力の向上 

5－（5）犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現 

寄与する 
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－ 
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－ 
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